
 

 
 
 
 

計画策定の目的 
 

近年、国においては、循環型社会形成を目指した法整備が進められ、令和４（2022）年度には、プラスチック

資源循環促進法が施行されました。また、令和 2（2020）年には脱炭素社会を目指すための温室効果ガス削減目

標として、令和 32（2050）年カーボンニュートラル達成を掲げ、急速な取組が進められています。 

このような状況の中、本組合においても、構成市町である日進市・みよし市・東郷町から発生するごみを、資源

循環や衛生的かつ安全な処理を継続することで、ＳＤＧｓの達成に向けて取り組むとともに、持続可能な社会の形

成を推進していきます。本ごみ処理基本計画に関しては、前計画の取組の進捗状況や令和 3（2021）年度におけ

る目標の達成状況を確認・検証し、今後の計画について必要な見直しを行うものです。 
 

計画の期間 
 

令和５（2023）年度 ～ 令和 14（2032）年度の 10 年間 
 

基本方針 
 

 

ごみ発生量の見込み 
 

ごみの排出抑制や食品ロス等の生ごみ減量化等の施策により、令和 14（2032）年度の組合搬入量は 50,236

ｔ/年となり、現状（令和３（2021）年度）より 271ｔ/年の減少、施策現状維持の場合より 4,267ｔ/年の減

少となります。 

ごみ発生量の見込み（目標達成時の場合） 
 

 

 
 
 
 

目標値 
 

本組合の主たる業務は中間処理及び最終処分であり、ごみの排出抑制・リサイクルは主に構成市町が担っていま

す。そのため、本計画での目標は最終処分量とします。 
 

 

 

 

 
 

構成市町のごみ排出抑制・減量化等の施策実施や本組合での焼却残渣資源化の継続により、令和 14（2032）

年度の最終処分量は 4,533ｔとなり、令和元（2019）年度 5,731ｔに対し、1,198ｔ、20.9％の減少となり

ます。 

最終処分量の見込み（目標達成時の場合） 
 

 
 

施設整備計画 
 

尾張東部・尾三地域の広域化計画では、尾張東部衛生組合晴丘センターと令和 44（2062）年度に集約１施設

としての新規施設の竣工・供用を開始することを目指しています。そのため、令和 43（2061）年度までは本組

合単独での処理が必要であることから、令和４（2022）年３月に「施設整備検討業務報告書」を作成し、既存施

設の再延命化も視野に入れた今後の施設整備方針について構成市町と協議を重ねてきました。その結果、令和 16

（2034）年度の新規施設竣工を目指すこととしています。 
 

施設整備の概略スケジュール 
 

 
 

地球温暖化対策 
本組合では、平成 13（2001）年 12 月に策定した「尾三衛生組合地球温暖化対策実行計画」を見直し、新た

に「尾三衛生組合地球温暖化対策実行計画（第２期）（事務事業編）（令和 4 年 3 月改訂）」を策定しました。 

計画では、温室効果ガス総排出量の削減目標を、令和 12（2030）年度に平成 25（2013）年度比 22.6％ 

減の 13,584ｔ-ＣＯ2 としています。 

温室効果ガス総排出量の削減目標 
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